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育児休業中、または終了後のテレワーク

以下のような「一時的・臨時的な就労」でないと、
育児期休業を終了したと判断される。
〇突発的に発生した事態に対応する場合
〇その都度事業主と合意をする場合
〇他の者では手当できない業務を行う場合
〇決められた日数・時間を勤務しない場合
〇特定の曜日または時間に勤務しない場合

たとえば、日時・時間を定めず、都度、本人
の申告と事業主との合意の上、本人にしか
できない業務をテレワーク(在宅勤務)で実

施するケースついて、「一時的・臨時的就
労」に該当しない、とは言えない。

柔軟な解釈を可能に!

待機児童中のテレワークを可能に!

・1日6時間以下の在宅での短時間勤務
・週5日未満の在宅での勤務
・細切れ時間の勤務(子の昼寝時間等)
・保育園に預けていなくても 、業務可能環境を整備できれば、在宅勤務可能
(ベビーシッター/祖父母/パパ・ママ育休プラスを利用する親)

対象期間は育
児休業給付金
を支給
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提案

認定基準5
計画期間において、男性従業員
のうち育児休業等を取得した者
が１人以上いること

認定基準5
計画期間において、男性従業員の
うち育児休業等を取得した者が１人
以上いること
または、

計画期間において、男性従業員の
うち育児を目的に在宅勤務を実施し
た者が１人以上いること(※)

※就業規則に「在宅勤務」が規程されていること
※「週1日以上終日在宅で就業」を最低基準とする
※対象となる男性従業員は、育児休業対象者であること

•業種にかかわらず、総務・人事・企画等テレワーク可能な部門がある。実際に、
運輸業・販売業・建設業の企業でも、バックオフィス部門でテレワークを導入・実
施しており、不公平は生じないと考える。

テレワークできない業種の企業は不公平では?

•現状として、男性の育休取得期間は、「１～５日」が４割、「５日～２週間」が２割
と、２週間未満が６割です。取得割合はここ10年微増しているものの、その大半
が１カ月未満という短期であることを考えると、「休む」だけでなく「働きつつ」、男
性の育児参加の選択肢の追加を検討いただきたい。

男性の育児休業取得は、必須の認定基準とする必要がある

くるみんマークの認定基準について
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短時間勤務の代替措置

代替え措置に
テレワーク制度を!

20



Copyright © 2019 Telework Management. All Rights Reserved.※当資料の無断転載を禁じます

重度障がい者のテレワークによる就労
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